
令和８年度 宇美中学校いじめ防止基本方針
宇美町立宇美中学校

１ 宇美中学校いじめ防止基本方針の目的と基本理念

（１）目的

本校いじめ防止基本方針を策定することにより、本基本方針を基に、本校におけるい

じめ防止対策組織の設置、学校の設置者との適切な連携、学校の実情に応じた対策の策

定等を行い、いじめの防止等（いじめの未然防止、早期発見、いじめへの対処等）につ

いて全職員の共通認識・理解を図り、一致協力した体制確立・推進を目的とする。

（２）基本理念

いじめが,生徒の人権及び名誉を著しく毀損するとともに、その心身の健全な成長及
び人格の形成に重大な影響を与えるばかりでなく、その生命又は身体に重大な危険を生

じさせる恐れがあることに鑑み、宇美中学校においては、いじめ防止のために万全の対

策を講じるものとする。

（いじめの定義）

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等

と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的または物理的な影響を与える行

為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象と

なった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

（いじめの禁止）

生徒は，学校の内外を問わず決していじめを行ってはならない。また、いじめを看過

してはならない。

（学校及び教職員の責務）

学校は、学校の内外を問わずいじめが行われることなく、全ての生徒が安心して学習

その他の活動に取り組むことができるよう、いじめ防止のための対策を講じるものとす

る。また、全教職員は，いじめはどの子どもにも、どの学校でも起こりうるものという

危機感をもち、全力を挙げていじめの未然防止・早期発見・早期対応・再発防止等、い

じめ防止に努めるものとする。特に早期発見については、積極的にいじめを認知し、い

じめの兆候を決して看過せず、ていねい対応し、重大事態に陥らないよう全教職員でい

じめ拡大を防止するよう努める。

２ 本校におけるいじめ防止対策の基本となる事項

（１）基本事項

①全教育活動を通じて「いじめは絶対に許さない学校」づくりを推進するとともに、「い

じめゼロ宣言」を生徒会中心に掲げ、生徒自らいじめをなくす集会等を取り入れるとと

もに、「いじめ見逃しゼロ」を大人のスローガンとして掲げ、教職員・保護者一丸とな

って、全力でいじめ防止に努めるものとする。

②学級・学年・部活動等が望ましい集団であるよう指導の充実を図るとともに、生徒一

人ひとりの自己有用感・自己存在感の涵養に努めるものとする。



③生徒の豊かな情操と道徳心を培うとともに、自他共に尊重する精神を養うために、全

ての教育活動を通した道徳教育及び体験活動の充実を図るものとする。

④いじめ防止対策については「予防」「対応」「相談」「連携」「組織」「啓発」の６観点

から基本的な対策を講じる。

⑤ＳＮＳやインターネットを通じて行われるいじめの対策については、いじめを防止し

及び効果的に対処できるように、必要な啓発活動として、外部講師を招き、インターネ

ットや携帯電話の情報モラル研修会等を行う。

３ 本校におけるいじめ防止等のための基本的な対策

（１）予防に関すること 【未然防止・早期発見】

①学級・学年・部活動等での望ましい仲間づくりを推進するとともに、道徳の時間や体

験活動、及び人権教育の充実を図る。

②生徒の変化を適切にとらえるために、毎月「生活アンケート」を実施するとともに、

毎日の「生活ノート」の有効活用を図るものとする。

③特に教職員は、いじめの兆候をいち早く察知するために、平時から生徒との関わりを

深めるとともに、いじめの兆候を察知した場合は、すみやかに校内いじめ問題対策委

員会を開催し、その情報を管理職及び全学年で共有するものとする。

④生徒相互及び生徒と教職員のコミュニケーションの確立を図る。

⑤保護者と教職員の信頼関係の確立を図る。

⑥教育相談活動の充実を図る。

⑦いじめの重大事態の調査に関するガイドラインチェックリストを活用した研修を毎学

期、実施する。

（２）対応に関すること【早期対応・早期解決・継続指導】

①いじめが予見または認知された場合は、迅速に適切な初期対応を行い、早期解決を図

ること。

②常に被害者の立場に立った対応を心がけること。

③学年の枠を超えた組織的な対応により、早期解決を図るよう努めること。

④対応の各段階においては以下の点に留意し、問題の本質的な解決まで継続的に対応す

ること。

⑤ネット上のいじめの対応

ＳＮＳ、インターネットの特殊性による危険を十分に理解した上で、ネット上の

トラブルについて最新の動向を把握し、情報モラルに関する指導力の向上に努め

る必要がある。未然防止や早期発見のためには、子どものパソコンやスマホなど

を管理する保護者との連携が必要である。

ネット上のいじめを発見した場合は、書き込みや画像の削除等、迅速な対応を図

るとともに、人権侵害や犯罪、法律違反など、事案によっては警察等の専門機関

と連携して対応することが必要である。



⑥基本的な対応について

段 階 留 意 点

○正確で偏りのない事実調査

１ 事実把握 ○全体像の把握

○管理職へのすみやかな情報伝達

○ねらいの明確化

２ 方針決定 ○指導役割の分担

○全職員の共通理解

○被害者の心情理解

３ 指導支援
○原因の把握

○加害者の反省

○被害者と加害者の融和

○正確な経過観察

４ 継続支援 ○再発防止

○当事者，保護者への継続支援

（３）相談に関すること【未然防止・早期発見】

①生徒及び保護者と信頼関係を構築することにより、相談しやすい環境を整える。

②教育相談活動の充実を図る。

・三者相談，二者相談の定期開催（６月・１１月・２月）

・機会を捉えての相談の効果的実施

③ＳＣを効果的に活用することにより、幅広い情報収集に努める。

④学校に相談できずに問題が深刻化することを防ぐために、生徒及び保護者に外部相談

機関を周知する。

・子どもホットライン２４ ０９４８－２５－３４３４

・２４時間子供ＳＯＳダイヤル ０１２０－０－７８３１０

・福岡県いじめレスキューセンター ０９２－６４５－２５６７

（４）連携に関すること（町教委を通じた警察や児童相談所との連携）

①スクールサポーターとの連携を密にし、警察との円滑な情報共有を図る。

②被害生徒については、徹底して守り抜くという意識の下、ＳＣ、ＳＳＷや医療機

関とも連携しつつ、被害の拡大や二次的な問題を防ぐとともに、落ち着いて教育を

受けられる環境の確保や不登校等の場合における学習面でのサポートに十分留意す

る。

③加害生徒に対しては、教育的配慮のもと、毅然とした態度で指導・対応にあたる。

いじめの背景には当該生徒が様々な背景を有している場合もあり、加害者と被害者

が入れ替わることなどもあることに十分留意する。特別な配慮を有する場合は、Ｓ

Ｃ・ＳＳＷを活用して適切な支援を実施するよう努める。



（５）組織に関すること

① 「校内いじめ問題対策委員会」の構成

校 長 河野 徹 第１学年主任 大田 潤一郎 養護教諭 小濱 彩美

教 頭 梶原 博文 第２学年主任 宮田 一徳 Ｓ．Ｃ 山本 博美

主幹教諭 井上 義丸 第３学年主任 大山 舜平 生徒指導 横山・梅田

生徒指導主事 畑中 宏志 教育相談 永田 有花

※ 場合によりＳＳＷの参加あり

② 「校内いじめ問題対策委員会」組織図

校長･教頭 有識者

主幹教諭

生徒指導主事

各学年生徒指導 養護教諭

各学年主任 ＳＣ・ＳＳＷ

③ 「校内いじめ問題対策委員会」の主な役割

○ 本校いじめ防止基本方針に基づく取組推進や具体的な年間計画の作成・実行・検

証・修正を行う。

○ いじめの相談・通報の窓口としての役割を担う。

○ いじめの疑いに関する情報や児童生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、

共有を行う。

○ 学校におけるいじめであるかどうかの判断を行う。

○ 関係のある児童生徒への事実関係の聴取、指導者支援体制・対応方針の決定と保

護者との連携等の組織的実行を行う。

○ 本校基本方針に基づく、学校いじめの問題への取組を評価するとともに、いじめ

の問題への効果的な対策が講じられているかどうかを検証し、検証の結果をもとに、

指導の改善に活かすようにする。

（６）啓発に関すること

①生徒会を中心とした「いじめゼロ宣言」の取組

②あんしん安全メールを活用した、保護者への啓発活動

③各種通信の発行

④規範意識講演会への参加呼びかけ



４ 本校におけるいじめ防止等のための年間計画

評価

重点項目 ねらい 具体的内容･方法 時期 7 12 3
月 月 月

１ .教師の視点 ○気になる生徒に対 ○校内いじめ問題対策委員会 通年

からの早期発見 する共通理解を図 の設置。

の取組 る。 ○定期的な学年会議による配

慮が必要な生徒の情報の共

有化と指導方針の決定。

○スクールカウンセラー・養

護教諭との情報交換。

２ .児童生徒の ○生徒の学校生活や ○生活アンケートの実施 ６月

視点からの早期 家庭での不安や悩 （毎月実施）。 １１月

発見の取組 みを把握する。 ○教育相談週間の設定。 ２月

３ .保護者の視 ○保護者の危機意識 ○家庭用チェックリスト，ア ７月

点からの早期発 の向上と情報提供。 ンケート等を活用して保護 １２月

見の取組 者との連携を図る。 ３月

４ .いじめ問題 ○いじめ問題への取 ○「いじめの早期発見・早期 ５月

等に関する校内 組の共通理解と危 対応の手引」等を活用し

研修会等の充実 機意識の高揚.。 た校内研修会。

○夏季休業中のいじめ問題に ８月

関する校内研修会。

５ .教育相談体 ○生徒の悩みや不安 ○教育相談週間の設定。 ６月

制の整備 の軽減解消を図る。 １１月

２月

○日頃からの保護者との連 通年

携。

○スクールカウンセラーの活

用。

○相談ポストの設置。



５ いじめ発生時への対処

（１） 発生時の対応

校内いじめ問題対策委員会を開き対応を協議する。その後、以下の

①～⑤の対応をとる。

①いじめられた生徒からの事実確認及び保護者への対応

○管理職や関係職員でこれまでの経過を共通理解し，家庭訪問を行う際の配慮すべき

点を確認する。家庭訪問には、学年所属職員（学年主任等）が担任に同行するなど，

複数で対応する。

〔生徒〕

○いじめられた生徒の安全を確保する。

○保護者の了解を得た上で、事実確認を行う。

○生徒の思いや願いをしっかりと聞きながら、可能な限り詳細に聞く。

○生徒の心情として、いじめられている事実を正直に言えない場合や、感情が高ぶる

ことがあるので、時間をかけて共感的にじっくりと聞きながら事実確認をする。

〔保護者〕

○保護者の思いをしっかりと聞き、これまでの指導で不十分な点があれば謝罪をする。

○生徒と保護者に、学校で安心して生活できるようにすることを約束するとともに，

具体的な対応については、今後、継続して連絡を取り合う中で説明することを伝え

る。

②対応方針の決定及び役割分担

○管理職や関係教職員で、これまでの情報と家庭訪問で得た情報をもとに協議し、課

題を明確にするとともに、今後の指導方針及び指導内容，役割分担について決定す

る。

○収集した情報は速やかに生徒指導担当や管理職に伝えることができるように、教師

の情報連絡体制を整える。

③いじめた生徒・周囲の生徒からの事実の調査・確認

○５Ｗ１Ｈに基づき、正確に事実を把握する。聞き取る際には、生徒の人権やプライ

バシーに配慮するとともに、思い込みや憶測が入らないように慎重に行う。

○いじめた生徒から聞き取る際には、心理的な圧迫感を与えないように慎重に行う。

○周囲の生徒から聞き取る際には、例えば、グループで面接し、「困っている友達は

いないか」などの問いかけから聞き取りを行うなどの工夫を行う。

○生徒・保護者に確認した事実に基き、行った行為及びその行為を受けた生徒の心情

を伝える。そして、行為の重大性に気づかせ、反省を促すとともに、謝罪の方法等

について共に考えながら、家庭での子どもの接し方等について助言する。

④いじめられた生徒・保護者への対応

○家庭訪問等により、生徒と保護者に直接対応する。その際、担任だけでなく他の学

年職員（学年主任等）が同席するなど、複数の教職員で対応する。

⑤学級・学年全体への指導

○いじめられた者のつらさを理解させるとともに、はやし立てたり傍観したりする行

為がいじめを助長させることを理解させ、いじめを許さない態度の育成を図る。

○いじめの事実を伝えて指導する場合は、必ず本人と保護者の了解を得て行う。



（２） 報告・連絡のルート

（３） 事後処理【継続指導】

①指導の継続

○担任は、いじめられた生徒やいじめた生徒の保護者に指導経過を報告したり、その

後の家庭での様子について情報交換したりするなど、継続して生徒の成長を見守る。

○関係した生徒の成長についての情報を教師間で定期的に交換し、共有化を図る。ま

た、教師から声をかけ、見守ってくれているという安心感を与えるようにする。

②関係機関との連携

○生徒に対する継続的なカウンセリングを依頼するなど、スクールカウンセラーや相談機関

と連携する。

○暴力や恐喝等を伴う深刻ないじめについては、早急に警察との連携を図る。

③再発防止または別事案防止への対応

○学校では再発防止や別にいじめ事案等がないか、アンケート調査を行う。

○授業づくりにおいて、生徒指導の実践上の視点（自己存在感の感受・共感的人間関

係の育成・自己決定の場の提供・安心安全な風土の醸成）を活かしたものに日常的

に務める。

学校・地域・家庭

情報を得た教職員

担任（学年教師）

教育委員会

職員会議

学年会議

管理職

（校長，教頭）

生徒・保護者

関係機関

連絡
報告

（事件の概要)

生徒指導(主幹）・主事

報 告

連 絡

相 談

確 認

生徒の気になる情報

指導方針会議

（校内いじめ問

題対策委員会）

経 過 観 察

必要に応じて連携

必要に応じて連携 家 族



６ 重大事態時の対応

（１）重大事態

①生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑い。（生徒が自殺を企図した場合）

②相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑い。(年間３０日を目安)

（２）対応

①直ちに、学校の設置者（宇美町教育委員会）に重大事態の発生を報告。（設置者は、町

長等に報告）

②教育委員会の指示に従い調査の主体に基づき対応

○学校を調査主体とした場合

ａ 調査組織の設置

メンバー 校内いじめ問題対策委員会＋警察＋指導主事＋町顧問弁護士

ｂ 調査の実施

ｃ いじめを受けた生徒及び保護者に調査結果の情報提供

ｄ 教育委員会への報告

ｅ 調査結果をふまえた必要な措置

○教育委員会が調査主体となる場合

ａ 教育委員会の指示のもと資料提出など、調査に協力

【参考資料】

〇「図Ⅰ－１ 福岡県いじめ問題総合対策の概要」（福岡県いじめ問題総合対策～いじめ

しない させない 見逃さない～【令和７年改訂版】令和７年３月 福岡県教育委員会）

〇「いじめの重大自体の調査に関するガイドライン チェックリスト」（新年度における

法等に基づくいじめに対する平時からの備えについて（通知）６初児生第20号 令和７

年３月６日 文部科学省）


